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個人情報保護事務取扱要綱の制定について（通達）

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改正に伴い、個人情報

保護事務取扱要綱を別添のとおり制定し、令和５年４月１日から運用することとした

ので、誤りのないようにされたい。

なお、これに伴い、「個人情報保護事務取扱要綱の改正について（通達）」（平成

３０年１１月１日付け宮本総第９２０号）は廃止する。
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個人情報保護事務取扱要綱

第１ 趣旨

この要綱は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）及び個人情報保護の保護に関する法律施行条例（令和４年宮城県

条例第７２号。以下「条例」という。）に基づき、実施機関として宮城県公安委員

会（以下「公安委員会」という。）及び宮城県警察本部長が行う個人情報、仮名加

工情報、匿名加工情報及び個人関連情報（以下「個人情報等」という。）に関する

事務の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５

０７号。以下「政令」という。）、宮城県公安委員会個人情報の保護に関する法律

施行条例施行規則（令和５年公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）及び

宮城県警察本部個人情報の保護に関する法律施行条例の施行に関する訓令（令和５

年宮城県警察本部長訓令第８号。以下「訓令」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

第２ 定義

この要綱において使用する用語の意義は、特別な定めのある場合を除くほか、法

及び政令において使用する用語の例による。

第３ 個人情報窓口等

１ 個人情報窓口

⑴ 設置

保有個人情報開示請求書（規則別記様式第２号又は訓令別記様式第２号。以

下「開示請求書」という。）、保有個人情報訂正請求書（規則別記様式第１４

号又は訓令別記様式第１４号。以下「訂正請求書」という。）及び保有個人情

報利用停止請求書（規則別記様式第２２号又は訓令別記様式第２２号。以下

「利用停止請求書」という。）の受付その他の個人情報の保護に関する事務を

行うための窓口（以下「個人情報窓口」という。）は、宮城県警察情報センタ

ー（以下「警察情報センター」という。）及び警察署とする。

⑵ 利用時間

個人情報窓口の利用時間は、次のとおりとする。

ア 警察情報センター

「宮城県警察情報センター設置運営要綱の改正について（通達）」（令和

５年３月２４日付け宮本総第３４７号。以下「警察情報センター要綱」とい

う。）の定めるところによる。

イ 警察署

午前８時３０分から午後５時００分までとする。

⑶ 休業日

個人情報窓口の休業日は、宮城県の休日を定める条例（平成元年宮城県条例

第１０号）第１条第１項に規定する県の休日とする。

２ 警察情報センターの事務

警察情報センターが行う事務は、この要綱に定めるもののほか、警察情報セン
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ター要綱の定めるところによる。

３ 所管課の事務

宮城県警察組織規則（昭和３７年宮城県公安委員会規則第２号。以下「組織規

則」という。）第２条第５号に規定する課等、同条第６号に規定する学校及び同

規則第１５条の２第１項に規定する庶務課（以下「課等」という。）のうち、開

示請求、訂正請求及び利用停止請求の対象となる保有個人情報に係る事務を所管

する課等（以下「所管課」という。）が行う事務は、次のとおりとする。

⑴ 所管する個人情報等の取扱いに関する案内及び相談に関すること。

⑵ 保有個人情報の漏えい等が発生した場合の報告、調査、必要な対策及び法第

６８条第２項の規定による本人への通知に関すること。

⑶ 個人情報ファイル簿（規則別記様式第１号又は訓令別記様式第１号）の作成

に関すること。

⑷ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の手続に関すること。

⑸ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る個人情報の検索及び特定に関す

ること。

⑹ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定及びその通知に関するこ

と。

⑺ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定期限の延長及びその通知に

関すること。

⑻ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定等の期限の特例規定の適

用及びその通知に関すること。

⑼ 開示請求及び訂正請求に係る事案の移送及びその通知に関すること。

⑽ 開示請求に係る第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

⑾ 法第８２条第１項の規定による決定（以下「開示決定」という。）に係る保

有個人情報の開示の実施に関すること。

⑿ 法第９３条第１項の決定（以下「訂正決定」という。）による保有個人情報

の訂正の実施及び保有個人情報の提供先への通知に関すること。

⒀ 法第１０１条第１項の決定（以下「利用停止決定」という。）による保有個

人情報の利用停止の実施に関すること。

⒁ 所管する個人情報等の取扱いに係る苦情の処理等に関すること。

４ 警察署の事務

⑴ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に関する案内及び相談に関すること。

⑵ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付に関すること。

⑶ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る保有個人情報が記録された行政

文書を保有している場合における所管課が行う開示、訂正及び利用停止に関す

る事務の補佐に関すること。

５ 開示請求によらずに即日提供を行うことができる保有個人情報に係る事務

開示請求によらずに即日提供を行うことができる保有個人情報に係る事務は、

「開示請求によらずに即日提供を行うことができる保有個人情報の事務取扱要領

の制定について（通達）」（令和５年３月２４日付け宮本総第３５１号）の定め
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るところによる。

第４ 個人情報ファイルの目的外利用及び提供の記録

所管課及び警察署（以下「所管課等」という。）は、利用目的以外の目的のため

に個人情報ファイルの利用又は提供をしたときは、目的外利用・提供記録簿（別記

様式第１号）により記録するものとする。

総務課長は、毎年度、前年度における個人情報ファイルの目的外利用及び提供の

状況を取りまとめ、宮城県総務部県政情報・文書課へ報告するものとする。

第５ 個人情報ファイル簿の作成及び公表

１ 個人情報ファイル簿の作成等

⑴ 個人情報ファイル簿の簿冊

個人情報ファイル簿の簿冊（以下単に「簿冊」という。）は、個人情報ファ

イル簿（規則別記様式第１号又は訓令別記様式第１号）及び目録により構成す

るものとし、簿冊は総務部総務課長（以下「総務課長」という。）が作成する

ものとする。

⑵ 個人情報ファイル簿の作成、提出、管理等

個人情報ファイル簿は、所管課の長が作成し、総務課長に提出するととも

に、その控えを保管して管理するものとする。また、当該所管課の長は、記載

事項に変更があったときは、新規に作成した場合と同様に総務課長に個人情報

ファイル簿を提出するものとし、個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は

個人情報ファイルの本人の数が１，０００人を下回ったときは、その旨及び廃

止年月日を総務課長に通知するものとする。

⑶ 個人情報ファイル簿の掲載及び消除

個人情報ファイル簿の掲載（変更を含む。）は、総務課長が前記⑵の規定に

より提出された個人情報ファイル簿を簿冊につづり、目録を整理することによ

り行い、個人情報ファイル簿の消除は、保有をやめ、又は本人の数が１，００

０人を下回った個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿を簿冊から除去

し、目録を整理することにより行う。

４ 個人情報ファイル簿の備付け等

一般の閲覧に供するため、総務課長は、警察情報センターに登録簿を備え付け

るとともに、宮城県警察のホームページに掲載する。

第６ 案内及び相談

１ 警察情報センターにおける案内及び相談

開示請求、訂正請求、利用停止請求等に関する相談を受けたときは、求めてい

る情報の種類、内容等を把握し、適切な相談及び案内を行うものとする。

２ 所管課及び警察署における案内及び相談

所管課等において、開示請求、訂正請求、利用停止請求等に関する相談を受け

たときは、誠実に対応するとともに、警察情報センターとの連携により適切な相

談及び案内を行うものとする。

なお、開示請求をしようとする者が直接所管課を来訪したときは、警察情報セ

ンターを教示し、又は案内するものとする。
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３ 適用除外及び他の法令による保有個人情報の開示の実施との調整

開示請求に係る個人情報が、政令第１６条に掲げる文書に記録され保有個人情

報に該当しない場合、法第８８条第１項の規定により他の法令による開示を行う

保有個人情報である場合又は法第１２４条各項の規定により適用除外となる保有

個人情報である場合には、開示請求をしようとする者にその旨を教示するものと

する。

第７ 保有個人情報の開示事務

１ 開示請求の手続事務

⑴ 開示請求書の受付

開示請求書は、個人情報窓口又は郵送で受け付けるものとし、開示請求をし

ようとする者に対し開示請求書に必要な事項を記入させ提出させるものとす

る。この場合において、電話、ファクシミリ、電子メール等又は口頭による請

求は受け付けないものとする。

⑵ 郵送による開示請求書の受付

郵送による開示請求書の受付は、警察情報センターのみで受け付けるものと

する。

なお、開示請求書が警察情報センター以外に郵送された場合は、郵送を受け

た所管課等が、当該開示請求書を送付した者に対して、郵送による開示請求書

の受付先は警察情報センターのみであることについて教示するとともに、当該

開示請求書を警察情報センターに回付するものとする。

⑶ 開示請求をしようとする者の確認

開示請求をしようとする者の確認は、次により行うものとする。

ア 開示請求をしようとする者が本人である場合

(ｱ) 次に掲げる書類の原本の提出又は提示を求め、確認するものとし、写真

が貼られていない書類が提出されたときは、複数の書類の提出又は提示を

求めて確認するものとする。

ａ 運転免許証

ｂ 各種健康保険の被保険者証（各種共済組合員証を含む。）

ｃ 個人番号カード

ｄ 在留カード

ｅ 特別永住者証明書

(ｲ) 前記(ｱ)の書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合に

は、次に掲げる書類により確認するものとする。

ａ 各種年金手帳（各種共済年金又は恩給証書を含む。）

ｂ 旅券

ｃ 船員手帳

ｄ 戦傷病者手帳

ｅ 印鑑登録証明書（印鑑登録手帳）

ｆ その他本人であることを確認し得る書類

イ 開示請求をしようとする者が法定代理人（法人の場合を除く。）である場
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合

法定代理人に係る前記アに掲げる書類に加え、本人が未成年者又は成年被

後見人であること及び開示請求をしようとする者が本人の親権者、未成年後

見人又は成年後見人であることを確認するため、次の書類（開示請求をする

日前３０日以内に作成されたものに限る。）の提出又は提示を求めるものと

する。

(ｱ) 親権者の場合は、戸籍謄本又は抄本

(ｲ) 家庭裁判所の審判書謄本

(ｳ) 成年後見人の場合は、登記事項証明書

(ｴ) その他法定代理人であることを確認し得る書類

ウ 開示請求をしようとする者が法定代理人（法人の場合に限る。）である場

合

法定代理人に係る前記イに掲げる書類に加え、窓口に来る者が当該法人を

代表していることを確認し得る書類の提出又は提示を求めるものとする。こ

の場合において、窓口に来る者が当該法人の代表者であるときはそれを証明

する書類（法人の登記事項証明書等）、当該法人の代表者以外の者であると

きは当該法人の代表者から当該窓口に来る者に当該請求に関する手続につい

て具体的に委任されている事実を証明する書類（法人の登記事項証明書、代

表者印が押印されている委任状及び当該代表者印に関する印鑑の証明書等）

の提出も併せて求めるものとする。

エ 開示請求をしようとする者が任意代理人（法人の場合を除く。）である場

合

任意代理人に係る前記アに掲げる書類に加え、開示請求をしようとする者

が本人（以下「委任者」という。）の意思に基づいて委任された者であるこ

とを確認するため、原則として、委任者の実印を押印した委任状及び委任者

の印鑑登録証明書の提出を求めるものとする。実印によることが困難な場合

にあっては、委任状及び委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し

一に限り発行される書類の複写物の提出を求めるものとする。

オ 開示請求をしようとする者が任意代理人（法人の場合に限る。）である場

合

任意代理人に係る前記エに掲げる書類に加え、窓口に来る者に係るウに掲

げる書類の提出又は提示も併せて求めるものとする。

⑷ 開示請求に係る保有個人情報の内容の特定

開示請求に係る保有個人情報については、文書分類基準表、文書ファイル管理

簿、個人情報ファイル簿等により、当該個人情報の有無の確認及び内容につい

てできる限り具体的に特定を行うものとする。

⑸ 保有個人情報の特定における留意事項

保有個人情報の特定に当たっては、開示請求に係る保有個人情報が存在して

いるか否かを回答するだけで、法第７８条第１項各号に該当する不開示情報を

開示することとなり、保護すべき利益が害される場合があることに留意するも
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のとする。

⑹ 開示請求内容の確認

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であり、当該開示請求を処理する

ことで他の業務が著しく停滞することが予想される場合にあっては、開示請求

をしようとする者に当該開示請求の趣旨を確認するとともに、当該開示請求の

趣旨を損なわない形での抽出しての請求又は分割しての請求について協力を求

めるものとする。

⑺ 開示請求書の受付時の留意事項

ア 開示請求は、原則として、請求内容１件につき１枚の開示請求書により行

わせるものとする。ただし、同一人から複数の保有個人情報の開示請求があ

った場合は、「開示を請求する保有個人情報」の欄に記入することができる

範囲で、１枚の開示請求書により行うことができる。

イ 開示請求をしようとする者の氏名が、婚姻等の理由により個人情報の本人

の氏名と異なっているときは、前記⑶－アに掲げる書類のほか、旧姓等が確

認できる書類の提出又は提示を求め、開示請求をしようとする者が本人であ

るかどうかを確認するものとする。

ウ 開示請求書への開示請求をしようとする者の押印は、求めないものとす

る。

エ 任意代理人による開示請求を受け付ける場合であって、本人の実印が押印

された委任状及び印鑑登録証明書の提出を受けたときは、委任状の本人の押

印が本人の印鑑登録証明書の印影欄と同一の印影であることを確認するものと

する。

オ 開示請求書の記入は、日本語により行うものとする。

⑻ 郵送による開示請求

郵送により開示請求書が提出されたときの事務処理は、次によるものとす

る。

ア 開示請求内容の特定

「開示を請求する保有個人情報」の欄に記載された内容により開示請求に

係る個人情報を検索し、特定できるかどうかを確認する。

イ 本人等であることの確認

開示請求をしようとする者が本人、法定代理人又は任意代理人であること

の確認は、次の書類を提出させることにより行うものとする。

(ｱ) 前記⑶に掲げる書類の写し

(ｲ) 住民票の写し（住民票の写しの提出が困難な場合にあっては、前記⑶の

書類に記載された本人であることを確認し得る書類）（開示請求をする日前

３０日以内に作成されたものに限る。）

ウ 開示請求書が到達した旨の通知等

郵送による開示請求があったときは、開示請求をしようとする者に対し、

開示請求書が到達した旨の連絡をするとともに、当該開示請求が開示請求を

しようとする者の意思によるものであることを確認する。
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⑼ 開示請求書の記入欄の確認

開示請求書の記入欄については、必要事項が記入されているかどうかを確認

するものとする。この場合において、記入漏れ又は不明な箇所があるときに

は、開示請求をしようとする者に対し当該箇所を補筆し、又は訂正するよう求

めるものとする。

２ 開示請求書を受け付けた場合の説明等

警察情報センターにおいて開示請求書を受け付けた場合は、当該開示請求書に

収受印を押印し、その写しを開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）

に交付するとともに、次の事項について説明するものとする。

⑴ 保有個人情報の開示は、開示決定等に日時を要するため、原則として開示請

求書の受付と同時には行われないこと。

⑵ 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して３０日以内に行い、

保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知）（規則別記様式第３号又

は訓令別記様式第３号。以下「開示決定通知書」という。）又は個人情報の開

示をしない旨の決定について（通知）（規則別記様式第４号又は訓令別記様式

第４号）（以下これらを「開示決定通知書等」と総称する。）により通知する

こととなること。

⑶ 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、前記⑵に規定する期間

を延長することがあり、その際は保有個人情報開示決定等の期限の延長につい

て（通知）（規則別記様式第５号又は訓令別記様式第５号。「以下開示決定等

期限延長通知書」という。）により通知することとなること。

⑷ 開示決定に基づき警察情報センターにおいて保有個人情報の開示を受けると

きは、開示決定通知書の提示を求めるとともに、前記１－⑶に規定する本人で

あることを確認するために必要な書類の提出又は提示を求めることとなるこ

と。また、開示決定に基づき郵送により保有個人情報の開示を受けるときは、

その郵送方法を原則、本人限定受取郵便特例型によるものとすること。

⑸ 開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付その他物品

の供与（以下「写しの交付等」という。）を受ける場合は、当該写しの交付等

に要する費用を負担しなければならないこと。

⑹ 任意代理人による開示請求を受け付けた場合は、委任者の意思を電話等で確

認する場合があること。

⑺ 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受け

ることは罰せられること。

３ 開示請求書の受付後の取扱い

⑴ 警察情報センターにおける取扱い

開示請求書（郵送及び⑵による警察署からの回付を受けたものを含む。）を

受け付けた警察情報センターは、当該開示請求書の「開示を請求する保有個人

情報」の欄に記載されている内容、開示請求者からの聴取事項等から判断し、

速やかに所管課へ当該開示請求書の写しを引き継ぐこと。この場合において、

開示請求に係る個人情報が記録された行政文書を警察署で保有しているときそ
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の他必要と認めるときは、所管課は、当該警察署に対して通知するとともに、

当該開示請求書の写しを複写し送付するものとする。

⑵ 警察署における取扱い

開示請求書を受け付けた警察署は、開示請求者に対して前記２に規定する事

項に加え、次の事項を教示するとともに、速やかに当該開示請求書を警察情報

センターに回付すること。

ア 条例で定める実施機関は、公安委員会又は警察本部長であること。

イ 受け付けた開示請求書を警察情報センターに回付すること。

ウ 開示決定等は、公安委員会又は警察本部長により行われること。

エ 開示請求に係る保有個人情報の特定に必要な事項その他保有個人情報の開

示に関する事項については、警察情報センター又は所管課から連絡されるこ

と。

⑶ 任意代理人による開示請求書を受け付けた場合の取扱い

任意代理人による開示請求書を受け付けた個人情報保護窓口は、必要に応じ

て電話等で本人の委任の意思を確認し、本人の意思と異なる疑いがある場合は

所管課にその旨を伝えるものとする。

４ 所管課における開示請求書の確認

⑴ 所管課は、警察情報センターから開示請求書の写しの引継ぎを受けたとき

は、形式的要件の具備及びその内容を確認するものとし、当該開示請求書の記

入欄に記入漏れ若しくは不明な箇所があり、又は開示請求に係る保有個人情報

を特定するために必要と認めるときは、開示請求者に対して補正の参考となる

情報を提供するとともに、補正に要する相当の期間を定めた上で補正を求める

ものとする。

⑵ 所管課は、警察情報センターから任意代理人による開示請求書の写しの引継

ぎを受けたときは、必要に応じて電話等で開示請求の内容、委任の意思等本人

の意思を確認し、本人の意思と異なる場合は補正等を求めるものとする。

５ 開示請求の形式的不備

所管課は、次に掲げる場合は、当該開示請求に対して不開示決定（法第８２条

第２項の決定をいう。）を行うものとする。

⑴ 開示請求書の形式上の不備の補正を求めたにもかかわらず、開示請求者が補

正に応じなかった場合又は相当の期間内に補正を行わなかった場合

⑵ 任意代理人による開示請求書を受け付け、受付後に行った委任者の意思確認

の結果、開示請求者に補正を求めたにもかかわらず、開示請求者が補正に応じ

なかった場合若しくは相当の期間内に補正を行わなかった場合又は委任関係に

疑義がある場合等委任者の意思とは異なる開示請求が行われていると認められ

る場合

⑶ 開示請求に係る個人情報が政令第１６条に掲げる文書に記録され保有個人情

報に該当しない場合、法第８８条第１項の規定により他の法令による開示を行

う保有個人情報である場合又は法第１２４条各項の規定により適用除外となる

保有個人情報である場合
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６ 開示決定等の手続

⑴ 個人情報の特定

所管課は、開示請求に係る保有個人情報について、文書分類基準表、文書フ

ァイル管理簿、個人情報ファイル簿等による検索等により、当該保有個人情報

の存在の有無の確認及び内容等の特定を行うとともに、特定した当該保有個人

情報の内容について、速やかに警察情報センターに報告するものとする。

⑵ 個人情報の内容の検討

所管課は、前記⑴の規定により特定した当該保有個人情報の内容について、

法第７８条第１項各号、第８０条又は第８１条に該当するか検討を行うものと

する。

⑶ 開示決定等の期間

開示決定等の期間は、個人情報窓口において開示請求書が提出された日をも

って、法第８３条第１項に規定する開示請求があった日として取り扱うものと

し、当該開示請求があった日の翌日から起算して３０日以内に開示決定等を行う

ものとする。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっ

ては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

⑷ 開示決定等の決裁

所管課の長は、次の事項に関して適正に採否等を決定しなければならない。

ア 開示請求に対して特定した保有個人情報の案

イ 開示決定等に係る審査の内容

ウ 開示決定等の案

エ 開示決定等（保有個人情報の全部を開示する旨の決定及び開示請求に係る

個人情報を保有していない旨の決定を除く。）の案に係る法第７８条第１項

各号のうち該当する号

オ 前記エの該当する号ごとの理由

カ 開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定の場合は、その理由

キ 法第８０条の規定による開示の場合は、個人の権利利益を保護するための

必要性

ク その他開示決定等の決裁をするために必要な事項

⑸ 内部調整

開示決定等に当たっては、次により内部調整を行うものとする。

ア 総務課長の調整等

所管課の長が行う開示決定等については、必要により総務課長が調整する

ものとし、法の趣旨を尊重した適正かつ公正な開示決定等に資するものとす

る。

イ 関係課等との連絡及び調整

所管課は、開示請求に係る個人情報が他の課等に関連するものである場合

には、当該課等と連絡し、調整を行い、迅速な対応に努めるものとし、所管

課及び当該課等の双方において、必要な協力をするものとする。

ウ 他の行政機関等との連絡及び調整
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所管課は、開示請求に係る個人情報が、他の行政機関等において作成され

たものである場合には、総務課長に連絡し、総務課長の調整を受けるものと

する。この場合において、総務課長は、当該他の行政機関等と連絡し、調整

の上必要な措置を講ずるものとする。

⑹ 開示決定通知書等の記入要領

開示決定通知書等は、前記⑷に規定するところにより決裁を受けなければな

らない。ただし、法第８６条第１項及び第２項の規定により、開示決定等に係

る個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合において、９に規定する

ところにより、当該第三者に対する意見書提出の機会の付与の手続を行うとき

は、当該手続を経た上で開示決定通知書等を作成し決裁を受けなければならな

い。

⑺ 開示決定等の期限の延長

事務処理上の困難その他正当な理由により、開示決定等の期限を延長する場

合は、次のことに留意の上、開示請求者に対し開示決定等期限延長通知書によ

り通知すること。

ア 延長期間は、３０日以内で必要最小限とすること。

イ 開示決定等期限延長通知書は、開示請求があった日の翌日から起算して３

０日以内に開示請求者に到達するよう送付すること。

ウ 所管課は、開示決定等期限延長通知書の写しを警察情報センターに送付する

こと。

⑻ 開示決定等の期限の特例延長

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

の翌日から起算して６０日以内にその全てについて開示決定等をすることによ

り事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、次のことに留意の

上、開示請求者に対し、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用につ

いて（通知）（規則別記様式第６号又は訓令別記様式第６号。以下「特例延長

通知書」という。）により通知するものとする。

ア 特例規定の期間は、必要最小限とすること。

イ 特例延長通知書は、開示請求があった日の翌日から起算して３０日以内に

開示請求者に到達するよう送付すること。

ウ 所管課は、特例延長通知書の写しを警察情報センターに送付すること。

エ 特例延長通知書の各欄は、次により記入すること。

(ｱ) 「開示請求に係る保有個人情報の名称等」の欄は、開示請求書の「開示

を請求する保有個人情報」の欄に記載された内容を記入すること。

(ｲ) 「法第８４条の規定（開示決定等の期限の特例）を適用する理由」の欄

には、適用する理由を具体的に記入すること。

(ｳ) 「残りの保有個人情報について開示決定等をする期限」の欄は、括弧内

には前記⑺の規定による延長後の期日を記入し、下段には残りの保有個人

情報について開示決定等を行う期日を記入すること。

⑼ 開示決定通知書等の送付
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所管課は、開示決定等をした場合は、速やかに開示決定通知書等を開示請求

者に送付するとともに、当該開示決定通知書等の写しを警察情報センターに送

付すること。開示を実施する場合においては、保有個人情報の開示の実施方法

等申出書（規則第１３号又は訓令第１３号。以下「開示の実施方法等申出書」

という。）を同封するものとする。ただし、開示請求書に記載された開示の実

施方法及び開示の実施希望日により開示を実施できるときは、開示の実施方法

等申出書は送付しないものとする。

⑽ 開示決定等の変更

所管課は、開示決定等に係る争訟事件についての裁判所の判決又は公安委員

会の裁決による原開示決定等の変更を行うときは、書面により開示請求者に通

知しなければならない。

７ 開示請求に係る事案の移送

⑴ 事案の移送の手続

開示請求のあった保有個人情報（情報提供等の記録（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２３条第１項及び第２項（これらの規定を同法第２６条において準用する場

合を含む。）に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。以下同じ。）

を除く。）が、他の行政機関等において開示決定等をすることにつき正当な理

由がある場合は、所管課は、次により処理するものとする。

ア 事案を移送しようとする他の行政機関等（以下「移送先行政機関等」とい

う。）の担当課等と協議を行うものとする。事案の移送に係る協議が整った

場合は、当該移送先行政機関等に対して保有個人情報の開示請求に係る事案

の移送について（規則第７号又は訓令第７号。以下「開示請求事案移送書」

という。）により当該事案に係る開示請求書を送付するものとする。

イ 事案を移送した所管課は、当該事案に係る開示請求事案移送書の写しを警

察情報センターに送付するものとする。

ウ 所管課は、事案を移送したときは、開示請求者に対して、保有個人情報開

示請求に係る事案の移送について（通知）（規則別記第８号又は訓令別記第

８号）により事案を移送した旨を通知するものとする。

エ 所管課は、事案を移送した場合は、移送先行政機関等との連絡を密にする

とともに、開示事務等に係る必要な協力を行うものとする。

⑵ 事案の移送に関する協議

法第８５条第１項の規定により事案を移送する場合の協議及び他の行政機関

等から事案の移送を受ける場合の協議は、所管課（事案の移送を受けるときは、

当該事案の内容から判断した所管課）において行うものとし、必要により総務

課長が調整するものとする。

⑶ 事案の移送を受けた場合の措置

他の行政機関等から事案の移送を受け、法第８５条第２項及び第３項の規定

により開示決定等を行う場合は、この要綱の定めるところにより行うものとし、

必要により事案を移送した他の行政機関等と調整し、及び当該行政機関等に対
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して必要な協力を求めるものとする。

８ 第三者情報の取扱い

⑴ 第三者に対する意見照会の手続

開示請求の対象となった保有個人情報に第三者（国、独立行政法人等、地方

公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者を除く。以下同じ。）に関する情

報が含まれている場合は、第三者の権利利益の保護の観点から、開示決定等を

慎重かつ公正に行うため、必要に応じ、当該第三者に対し、当該第三者の情報

を含む保有個人情報について開示請求があった旨を保有個人情報の開示請求に

関する意見について（照会）（規則別記様式第９号又は訓令別記様式第９号）

により通知し、保有個人情報の開示決定等に関する意見書（規則別記様式第１

１号又は訓令別記様式第１１号。以下「意見書」という。）を提出する機会を

与えることができる。ただし、法第８６条第２項に規定する場合は、保有個人

情報の開示請求に関する意見について（照会）（規則別記様式第１０号又は訓

令別記様式第１０号）により通知し、意見書を提出する機会を与えなければな

らない。

なお、意見書は、おおむね一週間以内に提出されるよう協力を求めるものと

する。

⑵ 意見照会の内容

第三者に意見を求める場合の内容は、おおむね次のとおりとする。

ア 個人に関する情報については、プライバシーの侵害の有無

イ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の

当該事業に関する情報については、当該法人等又は当該個人の競争上の地位

その他正当な利益の侵害の有無

⑶ 反対意見書が提出された場合の措置等

所管課は、意見書の提出の機会を与えた第三者から保有個人情報の開示に反

対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）が提出された場合

において、当該第三者が開示されると支障があるとした部分を開示する旨の決

定をするときは、開示決定と開示の実施の日との間に、当該第三者が審査請求

の手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するなど、当該第三者の正当な権利

利益を保護するため、次の措置を講ずるものとする。

ア 開示を実施する日の決定

開示を実施する日は、開示決定の日の翌日から起算して１５日目（宮城県

の休日を定める条例第１条第１項に規定する県の休日に当たるときは、当該

県の休日以降の最初の執務日）以降としなければならない。ただし、第三者

の争訟の機会を確保するため正当な理由があるときは、２週間を超える期間

を置くことができる。

イ 第三者に対する開示決定の通知

所管課は、意見書の提出の機会を与えた第三者から反対意見書が提出され

た場合において、開示決定をしたときは、直ちに反対意見書に係る保有個人
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情報の開示決定について（通知）（規則別記様式第１２号又は訓令別記様式

第１２号）により当該第三者に通知しなければならない。この場合におい

て、当該通知書が当該第三者に送達されるまでの期間等を考慮して必要と認

めるときは、同時に、当該第三者に対して電話等により連絡するものとす

る。

９ 保有個人情報の開示の方法

⑴ 行政文書（電磁的記録を除く。）に記録された保有個人情報の開示方法

警察情報センターにおける文書又は図画（以下「文書等」という。）の開示

方法は、閲覧及び写しの交付によるものとし、それぞれ次の要領により行うも

のとする。

ア 閲覧の方法

文書等の原本又はその写しを閲覧に供するものとする。ただし、次に掲げ

る場合は、それぞれ次の要領により行う。

(ｱ) 原本を閲覧に供することにより、それを破損し、又は汚損するおそれが

ある場合

原本を複写した物を閲覧に供する。

(ｲ) 請求に係る保有個人情報が記録された文書等の中に、当該保有個人情報

以外の記載部分がある場合

ａ 当該保有個人情報以外の記載部分がページ単位で区分できるときは、

当該部分に係るページを取り外した物を閲覧に供する。

ｂ 該当部分が同一ページにあるときは、当該部分を被覆して複写し、当

該白抜き部分は請求者の保有個人情報ではない旨明記する等の処理をし

た上で閲覧に供する。

(ｳ) 部分開示をする場合

ａ 不開示情報に係る部分がページ単位で区分できるときは、当該部分に

係るページを取り外した物を閲覧に供する。

ｂ 当該部分が同一ページ上にあるときは、当該部分を覆って複写する、

該当ページを複写した上で当該部分を黒インク等で塗り潰して再度複写

するなど、当該部分を開示しない措置を講じ、閲覧に供する。

イ 写しの交付の方法

文書等を複写機により複写したものを交付することにより行うものとす

る。文書等の中に請求の対象となった保有個人情報以外の情報が含まれてい

る場合又は部分開示をする場合は、前記ア－(ｲ)又は(ｳ)の規定に準じて措置

した上で、その写しを作成するものとする。

なお、当該文書の写しをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光

ディスク等へ複写して交付することもできるが、この場合、複写する光ディ

スク等については、所管課が用意した物を用いるものとする。

⑵ パソコン等の汎用機器により再生可能な行政文書（電磁的記録に限る。）に

記録された保有個人情報の開示の方法

警察情報センターにおいてパソコン等の汎用機器により再生可能な電磁的記
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録を開示する方法は、請求者の申出内容等を勘案し、用紙に出力したものの閲

覧若しくは写しの交付、パソコン等の汎用機器により再生したものの閲覧若し

くは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付により行うものとし、それ

ぞれ次の要領により行うものとする。ただし、開示請求に係る保有個人情報に

不開示情報が含まれる場合であって、電磁的記録による開示の実施が容易でな

い、新たなソフトウェアの購入を要するなど、請求者の希望する方法により開

示することが困難なときは、その他可能な方法により行うものとする。

ア 閲覧又は視聴の方法

原則として、ネットワークに接続していないパソコンにより、複製物を閲

覧又は視聴に供するものとする。ただし、原本がＣＤ－ＲＯＭ等の電磁的記

録媒体に記録されている場合で、原本を閲覧又は視聴に供することにより業

務に支障が生じないときは、この限りでない。

また、次に掲げる場合は、それぞれ次の要領によりに行う。

(ｱ) 請求に係る保有個人情報が記録された電磁的記録の中に、当該保有個人

情報以外の記載がある場合

ａ 当該保有個人情報以外の部分が容易に分離できるときは、当該部分を

除外したものを閲覧又は視聴に供する。

ｂ 当該部分が容易に分離できないときは、用紙に出力して前記⑴－ア－

(ｲ)と同様に処理するなど、当該部分について閲覧ができない措置を講

じた上で開示を行う。

(ｲ) 部分開示をする場合

ａ 請求に係る保有個人情報が記録された電磁的記録がエクセルファイル

のときは、不開示情報を削除した後でセルを黒く塗り潰すか又は不開示

情報を＊（アスタリスク）等の特定の記号に置き換えた物を閲覧に供す

る。

ｂ その他の電磁的記録のときは、所管課が現に使用しているソフトウェ

アにより、不開示部分について閲覧又は視聴ができない措置を講じた上

で開示を行う。

イ 写しの交付の方法

用紙に出力して交付する場合は、前記⑴－イの規定と同様に行うものとす

る。

電磁的記録媒体により交付する場合は、当該電磁的記録の中に請求の対象

となった保有個人情報以外の情報が含まれている場合又は部分開示をする場

合は、前記ア－(ｱ)又は(ｲ)の規定に準じて措置した上で、原則として、光デ

ィスクに電磁的記録を複製して複製物を作成し、これを供与するものとす

る。ただし、電磁的記録の不開示部分の電子的被覆が解除され、復元又は判

読されるおそれがあるときは、写しの交付を行わない。

⑶ パソコン等の汎用機器により再生不可能な行政文書（電磁的記録に限る。）

に記録された保有個人情報の開示の方法

パソコン等の汎用機器により再生不可能な行政文書（電磁的記録に限る。）
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を開示する方法は、閲覧若しくは視聴又は複製物の交付により行うものとし、

それぞれ次の要領により行うものとする。ただし、請求に係る保有個人情報が

記録された電磁的記録の中に、当該保有個人情報以外の記載がある又は部分開

示をする場合は、前記⑵－ア及びイに準じ、分離等の措置を講じて行うものと

する。

ア 閲覧又は視聴の方法

所管課が現に使用している専用機器により、当該電磁的記録の当該保有個

人情報に係る部分を出力又は再生したものを閲覧又は視聴に供するものとす

る。

イ 写しの交付の方法

所管課が現に使用している専用機器により作成した複製物を供与すること

により行う。

⑷ 郵送による開示の実施

郵送による開示の実施は、写しの交付のみとする。当該写しの交付等に当た

っては、原則、本人限定受取郵便により送付するものとするが、施設へ入所

している等やむを得ない事情がある場合は、親展の簡易書留郵便その他適切

な方法により送付するものとする。

１０ 保有個人情報の開示の実施事務

⑴ 開示の日時、場所及び方法

警察情報センターにおける個人情報の開示は、開示決定通知書であらかじめ

指定した日時及び場所（開示の実施方法等申出書の提出を求めた場合にあって

は、開示の実施方法等申出書において開示請求者が指定した日時及び場所）で

実施するものとする。

⑵ 指定した日時等以外の保有個人情報の開示の実施

所管課は、開示請求者がやむを得ない事情により、指定した日時に保有個人

情報の開示を受けることができない場合又は開示の方法を変更する場合には、

開示請求者及び警察情報センターと調整の上、別の日時（条例第３条第１項の規

定により、原則として、開示決定の通知があった日から９０日以内に限る。）

若しくは場所、郵送方法又は開示の方法で個人情報の開示を実施するものとす

る。この場合においては、新たに開示決定通知書の送付は要しないものとす

る。

⑶ 保有個人情報の閲覧又は視聴の際の担当職員の立会い

前記９－⑴から⑶までに規定するところにより保有個人情報が記録された行

政文書を閲覧又は視聴に供するときは、所管課の職員が閲覧又は視聴をさせ、

必要により警察情報センターの職員が立ち会うものとする。

⑷ 保有個人情報が記録された行政文書の写しその他物品の送付等

ア 保有個人情報が記録された行政文書の写しの場合

所管課は、前記９－⑴－イの規定による個人情報が記録された行政文書

（電磁的記録を除く。）の写しを交付することとなる場合は、原則として、

開示を実施する日の前日までに、保有個人情報が記録された行政文書の写しを
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片面で作成し、単色刷り、多色刷りの別ごとに枚数を確認して警察情報セン

ターに送付するものとする。ただし、開示請求者が当該保有個人情報が記録

された行政文書を閲覧した後にその一部を指定して写しの交付を受けること

を希望している場合は、この限りでない。

なお、郵送により前記９－⑴－イの規定による個人情報が記録された行政

文書（電磁的記録を除く。）の写しを交付することとなる場合は、原則とし

て、開示決定通知書を作成した日の翌日までに、個人情報が記録された行政

文書の写しを片面で作成し、単色刷り、多色刷りの別ごとに枚数を確認して

警察情報センターに送付するものとする。

イ 電磁的記録の場合

所管課は、前記９－⑵－イの規定による個人情報が記録された電磁的記録

の複製物を供与することとなる場合は、原則として、開示の日の前日まで

に、当該電磁的記録の複製物を作成し、及びその内容等を確認して警察情報

センターに送付するものとする。

なお、郵送により前記９－⑵－イの規定による個人情報が記録された電磁

的記録の複製物を供与することとなる場合は、原則として、開示決定通知書

を作成した日の翌日までに、当該電磁的記録の複製物を作成し、及びその内

容等を確認して警察情報センターに送付するものとする。

⑸ 開示決定通知書の提示及び本人の確認

ア 警察情報センターにおいて保有個人情報の開示を実施するときは、保有個

人情報の開示を受けようとする者に対し開示決定通知書の提示を求めるとと

もに、当該開示を受けようとする者が開示請求者本人（法定代理人又は任意

代理人による請求の場合は、当該代理人）であることを確認するものとす

る。この場合の本人の確認は、前記１－⑶の規定に準じて行うものとする。

イ 警察情報センターにおいてあらかじめ指定した日時以外に開示を実施する

ときは、開示を行う日が開示決定等の通知を受けた日の翌日からから起算し

て９０日以内であるかどうかを確認するものとする。

⑹ 保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付等及び費用の徴収の手続

保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付等及び費用の徴収の手続

は、次によるものとする。

ア 交付等申請書の提出

開示請求者が、保有個人情報が記録された行政文書の開示の方法として写

しの交付等を求めている場合（個人情報が記録された行政文書の閲覧後におい

て、当該個人情報が記録された行政文書の全部又は一部の写しの交付等を求

めた場合を含む。）は、当該開示請求者に対して、保有個人情報が記録され

ている行政文書の写しの交付等申請書（別記様式第２号。以下「交付等申請

書」という。）の提出を求めるとともに、行政文書の写し等に対して負担し

なければならない費用（平成１５年宮城県告示第３１１号）の規定に基づく

当該写しの交付等に伴う費用の徴収に関して説明するものとする。

なお、開示請求者から郵送による行政文書の写しの交付等の求めがあった



- 17 -

ときは、交付等申請書の提出を郵送等により求めるものとする。

イ 費用の徴収

前記アの規定による交付等申請書の提出を受けるときは、当該交付等申請

書の記載内容及び対象となる保有個人情報が記録された行政文書を確認し

て、写しの交付等に要する費用を現金により領収するものとする。この場合に

おける当該費用の領収は、財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）第３７

条第１項の規定に基づき行うものとする。

なお、開示請求者から郵送による行政文書の写しの交付等の求めがあった

ときは、前記アの交付等申請書の提出を受けるときに、写しの交付等に要す

る費用及び郵送のために要する郵便料金の費用を現金書留又は国内郵便為替

の方法で現金により納付させるものとする。

ウ 郵送による行政文書の写しの交付等

郵送による行政文書の写しの交付等は、前記アの規定による交付等申請書

の提出及び前記イの規定による費用の納付を受けてから行うものとする。ま

た、写しの交付等を行う日が開示決定等の通知があった日から９０日以内で

あるかどうかを確認するものとする。

エ 既に行った開示決定等を変更する場合等に係る費用の徴収

開示決定等に対する審査請求に係る裁決等に伴い、既に行った開示決定等

を変更する場合における保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付等

に要する費用の徴収は、前記ア及びイの規定に準じて行うものとする。ただ

し、従前の開示決定等に基づく保有個人情報が記録された行政文書の写し等

の交付を行っていた場合においては、変更後に改めて開示を実施する保有個

人情報が記録された行政文書の写しの交付等に要する費用から、既に徴収し

た従前の開示決定等に基づく保有個人情報が記録された行政文書の写しの交

付等に要した費用を差し引いた額を徴収するものとする。

オ 既に行った開示決定等が取り消された場合等に係る費用の徴収

開示決定等に対する審査請求に係る裁決等に伴い、既に行った開示決定等

が取り消された場合等、新たに開示決定等を行う場合における保有個人情報

が記録された行政文書の写しの交付等に要する費用の徴収は、前記ア及びイ

の規定に準じて行うものとする。

⑺ 実施に当たっての注意事項

保有個人情報が記録された行政文書の閲覧又は視聴を実施するに当たって、

開示請求者が当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときは、当該

行政文書の閲覧若しくは視聴を中止し、又は禁止するものとする。

第８ 保有個人情報の訂正事務

１ 訂正請求の手続事務

⑴ 訂正請求書の受付

訂正請求書の受付は、開示請求書の受付方法に準じて行うものとする。

⑵ 開示の確認

ア 訂正請求に係る保有個人情報については、訂正請求をしようとする者に対



- 18 -

し、開示決定通知書の提示を求める等の方法により、次の事項を確認するも

のとする。

(ｱ) 法又は他の法令の規定により開示を受けていること。

(ｲ) 開示を受けた日の翌日から起算して９０日以内であること。

イ 訂正請求をしようとする者が開示を受けていない場合又は開示を受けた日

から９０日を経過している場合は、訂正請求をする前に、開示請求又は他の

法令に基づく開示の手続を行う必要がある旨を説明するものとする。

⑶ 訂正請求をしようとする者の確認

訂正請求をしようとする者の確認は、開示請求をしようとする者の確認方法

に準じて行うものとする。

⑷ 訂正請求に係る保有個人情報の内容の確認

訂正請求に係る保有個人情報の内容の確認に当たっては、所管課の職員に立

会い等を求め、客観的に正誤の判断を行うことができる事実に関する保有個人

情報が訂正請求の対象となることを説明するものとする。

⑸ 訂正請求書の受付時の留意事項

訂正請求書の受付時の留意事項は、開示請求書の受付時の留意事項に準ずる

ものとする。

⑹ 訂正請求書の記入欄の確認

訂正請求書の記入欄の確認は、開示請求書の記入欄の確認方法に準じて行う

ものとする。

２ 訂正請求書を受け付けた場合の説明等

訂正請求書を受け付けた場合は、当該訂正請求書に収受印を押印し、その写し

を訂正請求をした者（以下「訂正請求者」という。）に交付するとともに、次の

事項について説明するものとする。

⑴ 保有個人情報の訂正は、訂正決定等に時間を要するため、原則として、訂正

請求書の受付と同時には行われないこと。

⑵ 訂正決定等は、訂正請求書を受け付けた日の翌日から起算して３０日以内に

行い、保有個人情報の訂正をする旨の決定について（通知）（規則別記様式第

１５号又は訓令別記様式第１５号）又は保有個人情報の訂正をしない旨の決定

について（通知）（規則別記様式第１６号又は訓令別記様式第１６号）（以下

これらを「訂正決定通知書等」と総称する。）により通知することとなるこ

と。

⑶ 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、前記⑵に規定する期間

を延長することがあり、その際は保有個人情報の訂正決定等の期限の延長につ

いて（通知）（規則別記様式１７号又は訓令別記様式第１７号。以下「訂正決

定等期限延長通知書」という。）により通知することとなること。

⑷ 任意代理人による訂正請求を受け付けた場合は、本人の意思を電話等で確認

する場合があること。

３ 訂正請求書の受付後の取扱い

訂正請求書の受付後の取扱いは、開示請求書の受付後の取扱いに準じて行うも
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のとする。

４ 所管課における訂正請求書の確認

⑴ 所管課は、警察情報センターから訂正請求書の写しの引継ぎを受けたとき

は、形式的要件の具備及びその内容を確認するものとし、当該訂正請求書の記

入欄に記入漏れ若しくは不明な箇所があり、又は訂正請求に係る保有個人情報

を特定するために必要と認めるときは、訂正請求者に対して補正の参考となる

情報を提供するとともに、補正に要する相当の期間を定めた上で補正を求める

ものとする。

⑵ 所管課は、警察情報センターから任意代理人による訂正請求書の写しの引継

ぎを受けたときは、必要に応じて電話等で訂正請求の内容、委任の意思等本人

の意思を確認し、本人の意思と異なる場合は補正等を求めるものとする。

５ 訂正請求の形式的不備

所管課は、次に掲げる場合は、不訂正決定を行うものとする。

⑴ 訂正請求書の形式上の不備の補正を求めたにもかかわらず、訂正請求者が補

正に応じなかった場合又は相当の期間内に補正を行わなかった場合

⑵ 任意代理人による訂正請求書を受け付け、受付後に行った本人の意思確認の

結果、訂正請求者に補正を求めたにもかかわらず、訂正請求者が補正に応じな

かった場合若しくは相当の期間内に補正を行わなかった場合又は委任関係に疑

義がある場合等本人の意思とは異なる訂正請求が行われていると認められる場

合

⑶ 訂正請求に係る個人情報が政令第１６条に掲げる文書に記録され保有個人情

報に該当しない場合若しくは法第１２４条各項の規定により適用除外となる保

有個人情報である場合又は当該保有個人情報の訂正に関して他の法令により特

別の手続が定められている場合

⑷ 開示を受けた日から９０日を経過している場合

６ 訂正決定等

⑴ 訂正請求に係る保有個人情報の調査

所管課は、訂正請求に係る保有個人情報について、関係する行政文書の確認

その他適切な方法により、速やかに調査を行うものとする。この場合において

は、訂正請求者その他個人の権利利益を侵害することのないよう十分に配慮す

るものとする。

⑵ 訂正決定等の期間

訂正決定等の期間は、個人情報窓口において訂正請求書を受け付けた日をも

って、法第９４条第１項の訂正請求があった日として取り扱うものとし、当該

訂正請求があった日の翌日から起算して３０日以内に訂正決定等を行うものとす

る。ただし、法第９１条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

⑶ 訂正決定等の決裁

訂正決定等の決裁は、開示決定等の決裁に準じて行うものとする。

⑷ 内部調整
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内部調整は、開示決定等における内部調整に準じて行うものとする。

⑸ 訂正決定通知書等の記入要領

訂正決定通知書等は、前記⑶に規定するところにより決裁を受けなければな

らない。

⑹ 訂正決定等の期間の延長

訂正決定等の期間の延長は、開示決定等の期間の延長方法に準じて行うもの

とする。ただし、訂正決定等期限延長通知書は、個人情報窓口において訂正請

求書を受け付けた日の翌日から起算して３０日以内に訂正請求者に到達するよ

う送付すること。

⑺ 訂正決定等の期限の特例延長

所管課は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、次のことに留

意の上、訂正請求者に対し、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用

について（通知）（規則別記様式第１８号又は訓令別記様式第１８号。以下

「訂正決定等期限特例延長通知書」という。）により通知するものとする。

ア 延長期限は、必要最小限とすること。

イ 訂正決定等期限特例延長通知書は、訂正請求があった日の翌日から起算し

て３０日以内に訂正請求者に到達するよう送付すること。

⑻ 訂正決定通知書等の送付

訂正決定通知書等の送付は、開示決定通知書等の送付方法に準じて行うもの

とする。

７ 保有個人情報の訂正の実施等

⑴ 根拠法令との関係

保有個人情報の訂正は、前記１から６まで及び８の規定によるものとする

が、当該保有個人情報に係る事務の根拠となる法令等において特別の手続が定

められている場合は、当該法令等の定めるところによるものとし、訂正訂正の

方法等について疑義があるときは、総務課長が調整するものとする。

⑵ 個人情報の訂正等の時期

保有個人情報の訂正は、当該訂正決定を行った後、速やかに行うこととす

る。

８ 保有個人情報の訂正等の方法

保有個人情報の訂正決定をした場合における当該保有個人情報の訂正は、当該

保有個人情報の内容、当該保有個人情報に係る事務の内容、根拠法令等に応じた

適当な方法により行うものとする。

９ 訂正請求に係る事案の移送

訂正請求に係る事案の移送は、開示請求に係る事案の移送に準じ、保有個人情

報訂正請求に係る事案の移送について（規則別記様式第１９号又は訓令別記様式

第１９号）及び保有個人情報訂正請求に係る事案の移送について（通知）（規則

別記様式第２０号又は訓令別記様式第２０号）により行うものとする。

１０ 提供先に対する訂正実施の通知

所管課は、保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認め
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るときは、当該保有個人情報の提供先に対し、速やかに、訂正を実施した旨を提

供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について（通知）（規則別記様

式第２１号又は訓令別記様式第２１号）により通知するものとする。

第９ 保有個人情報の利用停止事務

１ 利用停止請求の手続事務

⑴ 利用停止請求書の受付

利用停止請求書の受付は、開示請求書の受付方法に準じて行うものとする。

⑵ 開示の確認

開示の確認は、訂正請求における開示の確認方法に準じて行うものとする。

⑶ 利用停止請求をしようとする者の確認

利用停止請求をしようとする者の確認は、開示請求をしようとする者の確認

方法に準じて行うものとする。

⑷ 利用停止請求に係る保有個人情報の内容の確認

利用停止請求に係る保有個人情報の内容の確認に当たっては、所管課の職員

に立会い等を求め、利用停止を求める区分等を確認するものとする。

⑸ 利用停止請求書の受付時の留意事項

利用停止請求書の受付時の留意事項は、開示請求書の受付時の留意事項に準

ずるものとする。

⑹ 利用停止請求書の記入欄の確認

利用停止請求書の記入欄の確認は、開示請求書の記入欄の確認方法に準じて

行うものとする。

２ 利用停止請求書を受け付けた場合の説明等

利用停止請求書を受け付けた場合は、当該利用停止請求書に収受印を押印し、

その写しを利用停止請求をした者（以下「利用停止請求者」という。）に交付す

るとともに、次の事項について説明するものとする。

⑴ 保有個人情報の利用停止は、利用停止決定等に時間を要するため、原則とし

て、利用停止請求書の受付と同時には行われないこと。

⑵ 利用停止決定等は、利用停止請求書があった日の翌日から起算して３０日以

内に行い、保有個人情報の利用を停止する旨の決定について（通知）（規則別

記様式第２３号又は訓令別記様式第２３号）又は保有個人情報の利用停止をし

ない旨の決定について（通知）（規則別記様式第２４号又は訓令別記様式第２

４号）（以下これらを「利用停止決定通知書等」と総称する。）により通知す

ることとなること。

⑶ 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、前記⑵に規定する期間

を延長することがあり、その際は保有個人情報利用停止決定等の期限の延長に

ついて（通知）（規則別記様式第２５号又は訓令別記様式第２５号。以下「利

用停止決定等期限延長通知書」という。）により通知することとなること。

⑷ 任意代理人による利用停止請求を受け付けた場合は、本人の意思を電話等で

確認する場合があること。

３ 利用停止請求書の受付後の取扱い
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利用停止請求書の受付後の取扱いは、開示請求書の受付後の取扱いに準じて行

うものとする。

４ 所管課における利用停止請求書の確認

⑴ 所管課は、警察情報センターから利用停止請求書の写しの引継ぎを受けたと

きは、形式的要件の具備及びその内容を確認するものとし、当該利用停止請求

書の記入欄に記入漏れ若しくは不明な箇所があり、又は利用停止請求に係る保

有個人情報を特定するために必要と認めるときは、利用停止請求者に対して補

正の参考となる情報を提供するとともに、補正に要する相当の期間を定めた上

で補正を求めるものとする。

⑵ 所管課は、警察情報センターから任意代理人による利用停止請求書の写しの

引継ぎを受けたときは、必要に応じて電話等で利用停止請求の内容、委任の意

思等本人の意思を確認し、本人の意思と異なる場合は補正等を求めるものとす

る。

５ 利用停止請求の形式的不備

所管課は、次に掲げる場合は、利用停止請求に対して不利用停止決定を行うも

のとする。

⑴ 利用停止請求書の形式上の不備の補正を求めたにもかかわらず、利用停止請

求者が補正に応じなかった場合又は相当の期間内に補正を行わなかった場合

⑵ 任意代理人による利用停止請求書を受け付け、受付後に行った本人の意思確

認の結果、利用停止請求者に補正を求めたにもかかわらず、利用停止請求者が

補正に応じなかった場合若しくは相当の期間内に補正を行わなかった場合又は

委任関係に疑義がある場合等本人の意思とは異なる利用停止請求が行われてい

ると認められる場合

⑶ 利用停止請求に係る個人情報が政令第１６条で定める文書に記録され保有個

人情報に該当しない場合若しくは法第１２４条各項の規定により適用除外とな

る保有個人情報である場合又は当該保有個人情報の利用停止に関して他の法令

により特別の手続が定められている場合

⑷ 開示を受けた日から９０日を経過している場合

６ 利用停止決定等

⑴ 利用停止請求に係る保有個人情報の調査

所管課は、利用停止請求に係る保有個人情報について、関係する行政文書の

確認その他適切な方法により、速やかに調査を行うものとする。この場合にお

いては、利用停止請求者その他個人の権利利益を侵害することのないよう十分

に配慮するものとする。

⑵ 利用停止決定等の期間

利用停止決定等の期間は、個人情報窓口において利用停止請求書を受け付け

た日をもって、法第１０２条第１項の利用停止請求があった日として取り扱う

ものとし、当該利用停止請求があった日の翌日から起算して３０日以内に利用

停止決定等を行うものとする。ただし、法第１０２条第１項の規定により補正

を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
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⑶ 利用停止決定等の決裁

利用停止決定等の決裁は、開示決定等の決裁に準じて行うものとする。

⑷ 内部調整

内部調整は、開示決定等における内部調整に準じて行うものとする。

⑸ 利用停止決定通知書等の記入要領

利用停止通知書等は、前記⑶に規定するところにより決裁を受けなければな

らない。

⑹ 利用停止決定等の期限の延長

利用停止決定等の期限の延長は、開示決定等の期限の延長方法に準じて行う

ものとする。ただし、利用停止決定等期限延長通知書は、個人情報窓口におい

て利用停止請求があった日の翌日から起算して３０日以内に利用停止請求者に

到達するよう送付すること。

⑺ 利用停止決定通知書等の送付

利用停止決定通知書等の送付は、開示決定通知書等の送付方法に準じて行う

ものとする。

⑻ 利用停止決定等の期限の特例延長

所管課は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、次のこと

に留意の上、利用停止請求者に対し、保有個人情報利用停止決定等の期限の特

例規定の適用について（通知）（規則別記様式第２６号又は訓令別記様式第２

６号。以下「利用停止決定等期限特例延長通知書」という。）により通知する

ものとする。

ア 延長期間は、必要最小限とすること。

イ 利用停止決定等期限特例延長通知書は、利用停止請求があった日の翌日か

ら起算して３０日以内に訂正請求者に到達するよう送付すること。

７ 保有個人情報の利用停止の実施等

⑴ 根拠法令との関係

保有個人情報の利用停止は、前記１から６まで及び８によるものとするが、

当該保有個人情報に係る事務の根拠となる法令等において、特別の手続が定めら

れている場合は、当該法令等の定めるところによるものとし、利用停止の方法

等について疑義があるときは、総務課長が調整するものとする。

⑵ 個人情報の利用停止等の時期

個人情報の利用停止及び部分利用停止は、当該利用停止又は部分利用停止の

決定後、速やかに行うこととする。

８ 保有個人情報の利用停止等の方法

保有個人情報の利用停止決定をした場合における当該個人情報の利用停止は、

当該保有個人情報の内容、当該保有個人情報に係る事務の内容、根拠法令等に応

じた適当な方法により行うものとする。

第１０ 審査請求

開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に対する審査請求の取扱いは、宮城

県公安委員会審査請求手続規則（平成２８年宮城県公安委員会規則第５号）等に定
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めるもののほか、別に定めるところによる。

第１１ 条例の運用状況の公表等

条例第２０条の個人情報保護の制度の運用状況の公表のため、総務課長は、公安

委員会及び警察本部長の実施機関別の次の事項を取りまとめ、毎年度始めに宮城県

総務部県政情報・文書課長に通知するものとする。

１ 個人情報ファイル簿の作成件数及び要配慮個人情報を含む個人情報ファイルに

係る個人情報ファイル簿の作成件数

２ 個人情報ファイルの取扱いの業務委託等の状況

３ 法第６９条第１項の規定に基づく個人情報ファイルの利用目的以外の目的のた

めの利用及び提供の件数

４ 法第６９条第２項に基づく個人情報ファイルの利用目的以外の目的のための利

用及び提供の件数

５ 法第７１条に規定する外国にある第三者への個人情報ファイルの利用目的以外

の目的のための提供件数

６ 法第１６条第５項の仮名加工情報データベース等の保有件数

７ 法第１６条第６項の匿名加工情報データベース等の保有件数

８ 開示請求の件数及びその決定内容

９ 開示決定等及び開示請求に係る不作為に対する審査請求の件数及びその処理状

況

１０ 訂正請求の件数及びその決定内容

１１ 訂正決定等及び訂正請求に対する不作為に対する審査請求の件数及びその処

理状況

１２ 利用停止請求の件数及びその決定内容

１３ 利用停止決定等及び利用停止請求に係る不作為に対する審査請求の件数及び

その処理状況

１４ 行政機関等匿名加工情報の利用に係る提案募集の件数及び利用契約締結状況

１５ 行政機関等匿名加工情報ファイルの取扱いの業務委託等の状況

１６ 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に係る訴訟の状況

１７ 個人情報の漏えい等事案に対する損害賠償請求事件の状況

１８ 実施機関が取り扱う個人情報に関する苦情の申出の件数及びその処理状況

１９ 事業者が取り扱う個人情報に関する苦情の相談の件数及びその処理状況

２０ その他必要な事項

第１２ その他

行政機関等匿名加工情報の利用に係る提案募集等については、別に定める。
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別記様式第１号

目的外利用・提供記録簿

１ 法第６９条第１項に基づく場合

個人情報フ 利用・提供の根拠 利用・提供先 経常的提 利用・提供した記録 非公表と

ァイルの名 となる法令名及び 供先とし 項目の範囲（全部又 する理由

称 該当条項 ての記載 は一部の別）

の有無 全部 一部

注 法令に基づき、個人情報ファイルを利用目的以外の目的で利用又は提供した場

合に記載すること。

２ 法第６９条第２項に基づく場合

個人情報フ 根 拠 規 利用・提供 利用・提供 経常的提 利用・提供した記録 非公表と

ァイルの名 定 （ 法 理由 先 供先とし 項目の範囲（全部又 する理由

称 第 ６ ９ ての記載 は一部の別）

条 第 ２ の有無

項 各 号 全部 一部

の別）

注１ 法令に基づく場合を除き、個人情報ファイルを利用目的以外の目的で利用又

は提供した場合に記載すること。

２ 目的外利用・提供記録簿に記録を要するのは、個人情報ファイルを利用又は

提供した場合であり、個別に個人情報を利用又は提供した場合の記載は不要であ

る。
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別記様式第２号

保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付等申請書

年 月 日

宮城県公安委員会 殿

（宮城県警察本部長）

請求者 住所

氏名

（法人その他の団体にあっては、事務所又は

事業所の所在地、名称及び代表者の氏名）

年 月 日付け 第 号で通知のありました保有個人情

報について、次のとおり写しの交付等を申請します。

数 量

保有個人情報が記録されている行政文書の名称 種 別 金 額

単 価

円

円

円

円

円

円

納 付 額 計 円


